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はじめに 

 

 日本看護協会は、都道府県看護協会と連携して平成 19～21 年度までの 3 か年にわたって
「看護職確保定着推進事業」（以下、「推進事業」）を実施した。この推進事業では、全日本病

院協会との共催による「院長・事務長・看護部長合同研修会」、「医療従事者に選ばれる職場

づくり」（衛星通信研修）、内閣府等との共催による「ワーク・ライフ・バランス推進フォー

ラム」、テレビ・ミニ番組の放映や意見広告などの広報の推進、厚生労働省雇用均等・児童家

庭局との連携による短時間正職員制度の普及、そして働き続けることのできる職場づくりを

進めるための手引きとして「職場づくりサポートブック」を発行するなど、様々な活動を行

ってきた。 
また、厚生労働省の医療関係者等補助金「中央ナースセンター事業費（看護職員確保セン

ター）事業費」により、看護職のワーク・ライフ・バランス（以下、WLB）の実現をめざし、
「看護職のワーク・ライフ・バランス指標（N-WLBI）調査」の開発、先行施設に対するヒ
アリング、「看護職の多様な勤務形態導入モデル事業」の実施などの取り組みを進めてきた。

平成 21年度には、「看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック」を作成し、働き
続けることのできる職場をつくるために、短時間正職員制度などの多様な勤務形態の導入を

通してワーク・ライフ・バランス（WLB）の実現に向け行動できるよう、具体的な実践方法
を示した。また、平成 20～21 年度の 2 年間は、都道府県ナースセンターの就業相談員を対
象とする研修会を開催し、労働法令等の知識やコンサルテーション・スキルの向上を支援し

ている。 
これらの活動の成果を踏まえて、WLB を現場に普及・定着させるために、日本看護協会

と都道府県看護協会とが協働して実施する事業が、平成 22 年度からスタートした「看護職
の WLB推進ワークショップ」である。 
都道府県看護協会においては、協会役員、県行政の看護担当者、ナースセンターの就業相

談員、社会経済福祉委員会、看護師職能委員会、WLBの研究者などをメンバーにした「WLB
推進委員会」を設置し、ワークショップに参加する施設の支援を進めていただいた。  
民間企業では、長時間労働をなくし生産性を向上させるとともに、企業のイメージアップ、

従業員のモチベーションアップの取組みとして経営戦略に位置づけ、WLB の取組みが進め
られている。医療分野においても、医療従事者が働き続けられる職場をつくり、質の高い医

療・看護の提供を可能にする、地域に信頼される病院づくり、医療機関経営の改善へと向か

う好循環の取組みである。 
尐子高齢社会の我が国にとって労働力の確保は全産業に共通した課題であるが、ワークシ

ョップに参加された病院は、WLB の意義を理解され、これからの日本の将来を見据えて取
り組みを開始する先見性を持っている。WLB の取組みは、勤務医不足、看護師不足の問題
を解決し、日本の医療を守るためにも不可欠である。安心社会の実現に向けて、国、都道府

県、そして病院団体等の関係者の皆様と一層連携し、すべての医療従事者の WLB が進むこ
とを期待している。 

社団法人 日本看護協会 
 常任理事 小川 忍 
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総括 
         地域へのワーク・ライフ・バランス（WLB）推進プロジェクト 

委員長 原田 博子 
 
 日本看護協会では平成 19 年度から 3 年間にわたり、厚生労働省補助金事業として「看護
職のワーク・ライフ・バランス指標（N-WLBI）調査」の開発、「看護職の多様な勤務形態導
入モデル事業」の実施等、看護職のワーク・ライフ・バランス推進に向けた取り組みを進め

てきた。 
本プロジェクトは、いままでの活動をさらに推し進め、日本看護協会が都道府県看護協会

と連携して平成 22 年度から 3 カ年計画でワーク・ライフ・バランス普及推進の活動を全国
に展開することを目的に立ち上げられた。プロジェクト委員会は 7名の委員で構成され、ワ
ークショップの運営方法や開催県協会および参加施設への支援のあり方やその内容、「看護職

のワーク・ライフ・バランス（WLB ）インデックス調査」の方法やその妥当性について検
討してきた。またワークショップ開催地へ赴き講義を行うとともに、データ分析をもとにア

クションプランの作成を行うグループワークではファシリテーターを務めた。 
 ワークショップの参加施設の多くは、民間の中小規模病院であった。また、精神科などの

単科の病院もあり、病院の背景や看護部の置かれている状況は様々であった。グループワー

クでは、アクションプランを立案する際の基本となる「ミッション」「ビジョン」などという

言葉の共通理解が得にくい部分もあり、現状分析の手法のみならず、言葉についても説明し

ながら進めた。特に難しかったのは長期・中期・4 ヶ月計画を実践可能な内容で考えること
であった。また、アクションプランが抽象的だと、その後の具体的な PDCA（Plan計画→ Do
実施→Check評価→ Act改善）の流れを考えるには時間が不足した。各施設からの参加者は
ワークショップ初日の講義を受けて何をすべきかわかったつもりでいても、いざ作業すると

なると容易ではないようだった。また、WLB インデックス調査結果から抽出された課題と
はあまり関連がないようなアクションプランの提案がなされるようなこともあった。その際

にはどのように軌道修正をしようかとファシリテーターとして悩んだ。「自律したスタッフを

育成したい」とか「院内研修の充実」は、調査の結果と関わらずよく出された提案である。

このように参加施設のアクションプラン立案に必要な知識の習得については今後の課題であ

るが、グループで尐しずつ現状を話し合ううちに組織の実態を客観的に見ることができ、看

護部長とともに参加した事務長などからも異なる立場から見た示唆が得られ、最終的にはそ

れぞれの施設の課題解決に向けたアクションプランに結びつけることができていた。 
 また、WLB インデックス調査結果を見た看護部長たちの多くが、自分の病院看護職員の
回答結果に驚き、すぐには信じられないという反応をしていた。とくに設問 21 に含まれる
「看護職員を大切にする組織である」、「今の勤務先の将来に不安はない」、「今の勤務先にで

きるだけ長く勤めたい」という項目に対する肯定的な評価が低いことにショックを受けてい

る様子であった。他方で調査結果の全体的な傾向として、上司との良好なコミュニケーショ

ンがとれていること、能力開発への研修等への支援、看護の仕事に対しては、肯定的な評価

をしている看護職員が多かった。WLB に対する認識もさまざまであり、看護管理者だけで
なく、いわゆるスタッフ看護職員にも「看護職は夜勤ができて、休日も働けて当然。なぜ職

場で仕事と生活の調和まで考えないといけないのか」という認識を持つものがあることが浮

き彫りになった。 
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  フォローアップワークショップでは、ワークショップ後、各都府県看護協会と支援者に

よって行われた各参加施設への訪問を含めた継続的な働きかけなど、実施されてきた取り組

みのプロセスが発表された。各参加施設の置かれている地域の特色や診療科の特徴などを踏

まえた活動は、他の参加施設にも参考になっていたと考える。 
 ワークショップ開催時には、「（取り組み開始からフォローアップワークショップがある）

4ヶ月後にどれくらいの成果が出るのか不安な声も聞かれたが、報告では看護部はもとより、
人事・労務担当者など事務部門のスタッフとの協働により、状況に応じて軌道修正をしなが

らも、確実に取り組みが進んで行った様子が見受けられた。その結果、「職員の表情も明るく

なった」という声も聞かれるなど、施設全体としてプラスの効果が出ていることがうかがえ

た。しかし、中には現場のニーズとの食い違いがあるのではないかと思わざるを得ないよう

な事例もあった。看護部長などのトップマネジャーがスタッフのニーズをきめ細かく、幅広

く拾い、それらにどのように対応していくのかということが、今後の大きな課題になると考

える。また、WLB についての基本的な考え方を職員に定着させることは容易ではないと、
多くの参加施設から報告された。看護職はもとより、事務部門を含めた他部門の職員からも

WLB についての理解を得るため、何度も何度も繰り返し説明することが必要ということが
報告から理解できた。 
 第 2回 WLB 地域推進連絡協議会では、ワークショップを開催した 8都府県看護協会の取
り組みについて報告があった。各県協会が WLB 推進体制をつくるにあたって、全く新たな
組織を立ち上げるのではなく、既存の委員会などをうまく活用していたことが特徴的であっ

た。また、行政と協力して取り組んだ協会もあり、とても柔軟な推進体制づくりがなされて

いるという印象を受けた。具体的には、電話やメールなどを活用した各参加施設のアクショ

ンプラン進捗状況の把握や助言を行うことの他、参加施設への訪問を行うなど、きめ細かい

支援がなされていた。また、県によっては公共交通機関もない地域への支援をするために、

支援者と参加施設の距離を考慮した推進体制をとるなど、様々な工夫がなされていた。参加

施設の看護部長から「ワークショップに参加して、WLB に取り組むことは職員のキャリア
デザインに関わることだと認識した」という言葉が紹介されたが、今回の取り組みによって、

スタッフにも管理者にも良い効果が出たと考える。 
 以上のことを踏まえると、今後の課題としては、下記の 5点があげられるだろう。 
（１）各参加施設の WLB推進担当者が組織分析および、アクションプランの立案に必要な 
   知識の習得 
（２）「看護職の WLBインデックス調査」データの解釈の仕方、分析方法の理解 
（３）ワーク・ライフ・バランス（WLB）の推進を担う人材の育成 
（４）インデックス調査の分析時間の確保 
（５）わかりやすい記載用紙の開発などワークショップに使用するツール類の工夫  
 
 本年度の事業実施を通して、看護職の WLB を推進することは、看護職にとどまらず、施
設全体で職員が働き続けられる職場づくりをすることにつながり、それは経営者－職員－患

者の Win-Win-Winの実現につながる可能性があることが示唆された。次年度は 12県でのワ
ークショップ開催が決定している。本事業自体も PDCA サイクルを回し続け、日本全体に
WLBが浸透していくことを願っている。 
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｢看護職の WLB インデックス調査」調査票（施設調査） 

｢看護職の WLB インデックス調査」調査票（個人調査） 

｢看護職の WLB インデックス調査」（個人調査・全体・単純集計） 
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。
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．
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利
用
人
数

 
（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 
■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 

（
 

 
 
  

  
 

 
）
歳
ま
で

 

子 の 看 護 休 暇  

制 度  

■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 
法
定
：
就
学
前
ま
で

 
１
 

２
 
３

 
→

 

１
 

利
用
人
数

 

（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 

■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 

（
 

 
 
  

  
 

 
）
歳
ま
で

 

■
休
暇
日
数

 
法
定
：
子
１
人
に
つ
き
年

5
日
ま
で
、

 

年
1
0
日
を
上
限

 

１
 

２
 
３

 
→

 
■
休
暇
日
数

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）
 

法 定 時 間 外  

労 働 の 制 限  

■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 
法
定
：
就
学
前
ま
で

 
１
 

２
 
３

 
→

 
１

 

利
用
人
数

 
（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 
■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 

（
 

 
 
  

  
 

 
）
歳
ま
で

 
■
制
限
内
容

 
 

法
定
：
月

24
時
間
、
年

1
50
時
間
ま
で

 
１

 
２

 
３

 
→

 
■
制
限
内
容

 
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）
 

深 夜 業 の 

免 除  

■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 

法
定
：
就
学
前
ま
で

 
１

 
２

 
３

 
→

 
１

 

利
用
人
数

 

（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 
■
対
象
と
な
る
子
の
上
限
年
齢

 

（
 

 
 
  

  
 

 
）
歳
ま
で

 

Ⅴ
．
そ
の
他
の
育
児
支
援
策
つ
い
て

 

問
４

. 
小
学
校
就
学
前
お
よ
び
就
学
中
の
子
に
対
す
る
「
①
育
児
支
援
の
制
度
・
慣
行
の
有
無
」
と
、
制
度
・
慣
行
が
あ
る
場
合

は
「
②
前
年
度
の
利
用
実
績
」に
つ
い
て
、
各
項
目
の
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

 
①

 制
度
の
有
無

 
 
②
前
年
度
の
利
用
実
績

 

対 応 し て い な い 

検 討 中  

規 則 に 明 記 は  

な い が 対 応 し て 

い る  

就 業 規 則 に 明 記

さ れ て い る  

 
あ る  

な い 

対 象 者 が 

い な い 

就 学 前  

1
. 
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

2
. 
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

3
. 
施
設
内
の
託
児
施
設
の
運
営

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

4
. 育
児
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
補
助
あ
る
い
は
貸
与
す
る
制
度
（
ベ
ビ

ー
シ
ッ
タ
ー
費
用
、
育
児
費
用
の
貸
与
な
ど
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

→
 

１
 

２
 

３
 

5
. 
夜
勤
回
数
の
軽
減

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

就 学 中  

1
. 
施
設
内
の
託
児
施
設
の
運
営

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

2
. 学
休
期
間
中
の
休
暇
・
時
間
休

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

3
. 
夜
勤
回
数
の
軽
減

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

Ⅱ
．
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
体
制
等
に
つ
い
て

 

問
１

. 
貴
施
設
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
以
下
「
W

LB
」
と
言
う
。
）
の
推
進
体
制
等
に
つ
い
て
、
各
項
目
の
あ
て
は

ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

  
は
い

 
い
い
え

 

1
. 

W
LB
支
援
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
の
考
え
方
が
、
経
営
理
念
や
人
事
の
方
針
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る

 
１

 
２

 

2
. 
職
員
の

W
LB

の
促
進
や
、

W
LB

を
阻
む
職
場
慣
行
の
見
直
し
等
の
た
め
に
、
施
設
内
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ

ー
ム
を
設
け
る
な
ど
推
進
体
制
を
つ
く
っ
て
い
る

 
１

 
２

 

3
. 
各
部
門
・
職
場
が

W
LB

を
推
進
し
て
い
る
か
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
る

 
１

 
２

 

4
. 

W
LB

の
推
進
状
況
を
、
各
部
門
・
職
場

(あ
る
い
は
そ
の
責
任
者

)を
評
価
す
る
管
理
指
標
と
し
て
い
る
。

 
１

 
２

 

5
. 
職
員
の

W
LB

に
配
慮
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
管
理
職
研
修
に
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
、
管
理
職
に
徹
底
を

図
っ
て
い
る

 
１

 
２

 

6
. 
施
設
内
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
り
、

W
LB

支
援
に
関
す
る
職
員
の
意
見
・
要
望
を
取
り
上
げ
、
改

善
を
図
っ
て
い
る

 
１

 
２

 

7
. 
看
護
職
に
対
し
て

W
LB

支
援
制
度
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る

 
１

 
２

 

8
. 
全
職
員
に
対
し
て
も

W
LB

の
理
解
を
深
め
る
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

 
１

 
２

 

 Ⅲ
．
女
性
の
母
性
保
護
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て

 
問
２

. 
「
①
母
性
保
護
の
た
め
の
制
度
ま
た
は
慣
行
の
有
無
」
と
制
度
ま
た
は
慣
行
が
あ
る
場
合
は
「
②
前
年
度
の
利
用
実
績
」

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

 

①
制
度
の
有
無

 

 

②
前
年
度
の
利
用
実
績

 

対 応 し て い な

い 

検 討 中  

規 則 に 明 記 は 

な い が 対 応 し て 

い る  

就 業 規 則 に 明 記  

さ れ て い る  

あ る  

な い 

対 象 者 が 

い な い 

母 性 保 護  

1
. 
生
理
休
暇

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

2
. 
不
妊
治
療
休
暇

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

産 前 （ 妊 婦 に 対 す る 措 置 ） 

3
. 
夜
勤
免
除

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

4
. 
夜
勤
回
数
減

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

5
. 
超
過
勤
務
免
除

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

6
. 
変
形
労
働
時
間
制
の
適
用
除
外

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

7
. 
保
健
指
導
・
健
診
受
診
時
間
の
確
保

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

8
. 
時
差
出
勤

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

9
. 
業
務
軽
減
の
た
め
の
配
置
転
換

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
0
. つ
わ
り
休
暇

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

出 産  

1
1
. 男
性
看
護
職
が
、
配
偶
者
が
出
産
し
た
と
き
に

 

取
得
で
き
る
配
偶
者
出
産
休
暇
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

産 後 （ １ 年 未 満 に 対 す る 措 置 ） 

1
2
. 夜
勤
免
除

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
3
. 夜
勤
回
数
減

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
4
. 超
過
勤
務
免
除

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
5
. 変
形
労
働
時
間
制
の
適
用
除
外

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
6
. 保
健
指
導
・
健
診
受
診
時
間
の
確
保

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
7
. 時
差
出
勤

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
8
. 業
務
軽
減
の
た
め
の
配
置
転
換

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

1
9
. 保
育
所
送
迎
の
た
め
等
出
退
勤
時
間
柔
軟
化

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

− 181 −



Ⅶ
．
そ
の
他
の
介
護
支
援
策
に
つ
い
て

 

問
７

. 
「
①
介
護
の
た
め
の
制
度
・
慣
行
の
有
無
」
と
、
制
度
・
慣
行
が
あ
る
場
合
は
「
②
前
年
度
の
利
用
実
績
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

 
  

①
制
度
の
有
無

 
 

②
前
年
度
の
利
用
実
績

 

対 応 し て い な い 

検 討 中  

規 則 に 明 記 は な い が

対 応 し て い る  

就 業 規 則 に 明 記  

さ れ て い る  

 
あ る  

な い 

対 象 者 が い な い 

1
. 
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

2
. 
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

3
. 
所
定
外
労
働
を
制
限
す
る
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

4
. 
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
助
成
、
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
制
度

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
費
用
、
介
護
機
器
の
購
入
・
貸
与
費
用
な

ど
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

→
 

１
 

２
 

３
 

5
. 
夜
勤
回
数
の
軽
減

 
１

 
２

 
３

 
４

 
→

 
１

 
２

 
３

 

 問
８

. 
貴
施
設
の
制
度
や
施
策
の
導
入
に
つ
い
て
、
以
下
の
各
項
目
に
つ
き
、
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て

 

く
だ
さ
い
。

 

 
制
度
の
有
無

 

就 業 規 則 に 

明 記 さ れ て 

い る  

制 度 は な い が 

運 用 で 対 処  

検 討 中  

な し 

1
. 雇
用
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る
介
護
休
業
給
付
を
除
い
た
、
介
護
休
業
中
の
看
護
職
へ
の
経
済
的

援
助
制
度
（
給
与
の
何
割
か
を
支
給
す
る
、
休
業
中
も
住
宅
手
当
を
支
給
す
る
等
） 

１
 

２
 

３
 

４
 

2
. 介
護
休
業
終
了
後
、
原
則
と
し
て
原
職
ま
た
は
原
職
相
当
職
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
. 介
護
休
業
後
、
看
護
職
が
復
帰
し
や
す
く
す
る
た
め
の
、
休
業
中
の
資
料
送
付
等
の
情
報
提
供

の
実
施
、
あ
る
い
は
実
施
す
る
旨
の
定
め
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
提
供
も
含
む
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

4
. 介
護
休
業
し
た
看
護
職
の
円
滑
な
職
場
復
帰
の
た
め
の
能
力
開
発
の
機
会
の
提
供
、

 

あ
る
い
は
提
供
す
る
旨
の
定
め

 
１

 
２

 
３

 
４

 

  
 

 問
５

. 
貴
施
設
の
制
度
や
施
策
の
有
無
に
つ
い
て
、
各
項
目
の
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

 
制
度
の
有
無

 

就 業 規 則 に 

明 記 さ れ て 

い る  

制 度 は な い が 

運 用 で 対 処  

検 討 中  

な し 

1
. 雇
用
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
給
付
を
除
い
た
、
育
児
休
業
中
の
看
護
職
へ
の
経
済
的

援
助
制
度
（
給
与
の
何
割
か
を
支
給
す
る
、
休
業
中
も
住
宅
手
当
を
支
給
す
る
等
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

2
. 育
児
休
業
終
了
後
、
原
則
と
し
て
「
原
職
」
ま
た
は
「
原
職
相
当
職
」
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
の
定
め

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
. 育
児
休
業
終
了
後
、
看
護
職
が
復
帰
し
や
す
く
す
る
た
め
の
、
休
業
中
の
資
料
送
付
等
の
情
報

提
供
、
あ
る
い
は
提
供
す
る
旨
の
定
め
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
提
供
も
含
む
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

4
. 育
児
休
業
し
た
看
護
職
の
円
滑
な
職
場
復
帰
の
た
め
の
能
力
開
発
の
機
会
の
提
供
、
あ
る
い
は

提
供
す
る
旨
の
定
め

 
１

 
２

 
３

 
４

 

5
. 男
性
看
護
職
の
育
児
休
業
取
得
を
促
進
す
る
た
め
の
対
策

 
１

 
２

 
３

 
４

 

 Ⅵ
．
育
児
・
介
護
休
業
法
に
制
定
さ
れ
た
介
護
支
援
に
つ
い
て

 
 

問
６

. 
育
児
・
介
護
休
業
法
に
制
定
さ
れ
て
い
る
介
護
支
援
策
の
「
①
制
度
の
実
施
状
況
」
と
「
②
前
年
度
の
利
用
実
績
」
に
つ

い
て
、
各
項
目
の
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
、
さ
ら
に
利
用
実
績
が
「
あ
る
」
場
合
は
、
利
用
人
数
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
制
度
が
法
定
内
容
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
「
③
内
容
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

項
目

 
法
定
内
容

 

①
実
施
状
況

 
 
②
前
年
度
の
利
用
実
績

 

③
法
定
を
超
え
る
場
合
の

 
制
度
内
容

 

実 施 し て い な い 

法 定 通 り  

法 定 を 超 え る  

 
あ る  

な い 

対 象 者 が い な い 

介 護 休 業 制 度  

■
取
得
可
能
な
休
業
期
間
の
上
限
日
数

 

法
定
：
通
算

93
日
ま
で

 

１
 

２
 
３

 
→

 

 １
 

利
用
人
数

 

（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 

■
取
得
可
能
な
休
業
期
間
の

 
上
限
日
数

 

（
 

 
 
  

  
 

 
）
日
ま
で

 

■
一
つ
の
要
介
護
状
態
に
つ
き
取
得
可

能
な
休
業
の
回
数

 

法
定
：
1
回

 

■
子

1
人
に
つ
き
取
得
可
能
な
回
数

 

（
 

 
 
  

  
 

 
）
回
ま
で

 

■
対
象
と
な
る
家
族
の
範
囲

 

法
定
：
配
偶
者
（
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
）
､父
母
、
子
､看
護

職
が
同
居
し
か
つ
扶
養
し
て
い
る
祖
父
母
､兄

弟
姉
妹
及
び
孫
､配
偶
者
の
父
母
）
 

 

勤 務 時 間 短 縮 等

の 措 置  

法
定
：
介
護
休
業
と
あ
わ
せ
て

93
日
ま
で

 
１
 

２
 
３

 
→

 

 

１
 

利
用
人
数

 
（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 

 （
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
）
日
ま
で

 

 

介 護 休 暇 制 度  

■
休
暇
日
数

 

法
定
：
家
族
一
人
に
つ
き
年

5
日
ま
で
、

 

年
1
0
日
を
上
限

 

１
 

２
 
３

 
→

 

 １
 

利
用
人
数

 
（
 

 
 
）
人

 

２
 

３
 
■
休
暇
日
数

 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
） 
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 問
１
０

. 前
年
度
に
育
児
・
介
護
休
業
制
度
等
の
利
用
者
が
出
た
施
設
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 

上
記
等
の
場
合
の
人
員
補
充
（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
採
用
、
派
遣
労
働
者
の
利
用
等
を
含
む
）
に
関
す
る

施
設
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
あ
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
つ
け
、
新
た
に
人
員
を
雇
用
し
た
場
合
は
、

雇
用
し
た
人
数
と
そ
の
内
訳
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

1
. 
施
設
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
休
業
者
を
見
込
ん
だ
人
員
配
置
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
補
充
対
応
の
必
要
は
な
か
っ
た

 

2
. 
休
業
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
外
か
ら
新
た
に
人
員
を
雇
用
し
た

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

3
. 
休
業
期
間
が
長
期
の
場
合
に
は
、
施
設
外
か
ら
新
た
に
人
員
を
雇
用
し
た

 

    4
. 
人
員
補
充
は
行
わ
な
か
っ
た

 

5
. 
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）
 

 問
１
１

. 短
時
間
勤
務
制
度
の
利
用
者
が
出
た
場
合
の
人
員
補
充
（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
採
用
、
派
遣
労
働
者
の

 

利
用
等
を
含
む
）
に
関
す
る
施
設
の
基
本
方
針
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
番
号
に
い
く
つ
で
も
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

1
. 
短
時
間
勤
務
者
は
プ
ラ
ス
配
置
と
し
、
新
た
に
代
替
要
員
を
補
充
す
る

 

2
. 
常
勤
換
算
し
た
不
足
分
の
人
員
を
代
替
要
員
と
し
て
補
充
す
る

 

3
. 
代
替
要
員
の
補
充
は
行
わ
な
い

 

4
. 
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）
 

 問
１
２

. 貴
施
設
の
長
時
間
労
働
の
是
正
や
解
消
、
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
、
各
項
目
の
あ

て
は
ま
る
番
号
に
い
く
つ
で
も
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 
 

①
 長
時
間
労
働
の
解
消
の
た
め
の
施
策

 

1
. 
残
業
時
間
を
経
営
管
理
指
標
と
し
て
い
る

 

2
. 
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
に
よ
る
出
退
勤
管
理

 

3
. 
必
要
な
人
員
の
確
保

 

4
. 
管
理
職
層
の
理
解
促
進
の
た
め
の
取
組
み

 

5
. 
休
憩
・
仮
眠
時
間
の
確
保

 

6
. 
業
務
上
必
要
な
研
修
を
勤
務
時
間
内
に
実
施

 

7
. 
勤
務
間
隔
を
最
低
１
２
時
間
以
上
あ
け
る

 

8
. 
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
実
施

 

9
. 
長
時
間
労
働
の
発
生
要
因
の
洗
い
出
し

 

1
0
. 
長
時
間
労
働
の
者
へ
の
助
言
・
相
談

 

1
1
. 
長
時
間
労
働
の
者
の
上
司
へ
の
注
意

 

1
2
. 
退
勤
時
刻
の
際
の
終
業
の
呼
び
か
け

 

1
3
. 
長
時
間
労
働
の
者
に
対
す
る
健
康
診
断
や

 

面
接
指
導
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施

 

1
4
. 
労
働
組
合
と
の
連
携

 

1
5
. 
そ
の
他

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)

②
 有
給
休
暇
の
取
得
促
進
の
た
め
の
施
策

 

1
. 
年
休
取
得
率
を
経
営
管
理
指
標
と
し
て
い
る

 

2
. 
管
理
職
層
の
理
解
促
進
の
た
め
の
取
組
み

 

3
. 
各
職
場
の
年
休
取
得
率
の
把
握

 

4
. 
取
得
率
が
低
い
職
場
の
管
理
者
へ
の
通
知

 

5
. 
取
得
が
尐
な
い
者
へ
の
通
知

 

6
. 
一
斉
年
休
の
実
施

 

7
. 
半
日
年
休
制
度
の
導
入

 

8
. 
計
画
的
取
得
の
促
進

  

9
. 
労
働
組
合
と
の
連
携

 

1
0
. 
そ
の
他

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

) 

 問
１
３

. 貴
施
設
の
「
労
働
者
代
表
」
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

 

①
 貴
施
設
に
は
「
労
働
者
代
表
」
※
が
い
ま
す
か
。
※
「
労
働
者
代
表
」
と
は
、
職
員
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
は

そ
の
「
労
働
組
合
」
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
職
員
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
「
過
半
数
代
表
者
」）
を
指
す
。
 

1
. 
職
員
の
過
半
数
で
組
織
す
る
「
労
働
組
合
」
が
あ
る

 

2
. 
「
過
半
数
代
表
者
」
が
い
る

 

3
. 
「
労
働
組
合
」
も
「
過
半
数
代
表
者
」
も
存
在
し
な
い

 

4
. 
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）
 

②
 貴
施
設
で
は
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
推
進
す
る
た
め
に
「
労
働
者
代
表
」
と
の
連
携
や
協
働
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

 

1
. 

 
行
っ
て
い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
. 
行
っ
て
い
な
い
（
「
労
働
者
代
表
」
が
い
な
い
場
合
も
含
む
）
 

 調
査
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。
最
後
ま
で
ご
協
力
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

ご
記
入
日

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
ご
記
入
者
名

 
（
ご
職
位
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 

雇
用
し
た
人
数

 
内
訳

 

常
勤
フ
ル
タ
イ
ム

 
短
時
間
正
職
員

 
非
常
勤
パ
ー
ト

 
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

(人
) 

(人
) 

(人
) 

(人
) 

(人
) 

雇
用
し
た
人
数

 
内
訳

 

常
勤
フ
ル
タ
イ
ム

 
短
時
間
正
職
員

 
非
常
勤
パ
ー
ト

 
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

(人
) 

(人
) 

(人
) 

(人
) 

(人
) 

Co
py

ri
gh

t 2
01

0 
社
団
法
人

 日
本
看
護
協
会

 
 

Ⅷ
．
労
働
時
間
お
よ
び
人
的
資
源
管
理
に
つ
い
て

 
問
９

. 
貴
施
設
の
制
度
や
運
用
の
有
無
に
つ
い
て
、
以
下
の
各
項
目
に
つ
き
、
あ
て
は
ま
る
番
号
に
一
つ
○
を
つ
け
て

 

く
だ
さ
い
。

 

  
 

 

規 定 に 明 記  

規 定 は な い が

運 用 で 対 処  

検 討 中  

な し 

1
. 
育
児
・
介
護
の
理
由
以
外
の
短
時
間
勤
務
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
. 
裁
量
労
働
制
（
実
際
の
労
働
時
間
と
関
係
な
く
、
労
使
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
時
間
分
働
い
た
と

み
な
さ
れ
る
制
度
） 

１
 

２
 

３
 

４
 

3
. 
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

4
. 
夜
勤
へ
の
配
慮
（
夜
勤
の
免
除
や
回
数
軽
減
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

5
. 
能
力
開
発
の
た
め
の
休
職
・
休
暇
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

6
. 
社
会
貢
献
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
の
休
職
・
休
暇
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

7
. 
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

8
. 
年
休
が
半
日
単
位
、
時
間
単
位
で
利
用
で
き
る
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

9
. 
そ
の
他
の
休
暇
制
度
（
制
度
名
称
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

１
 

２
 

３
 

４
 

1
0
. 教
育
責
任
者
の
配
置

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
1
. 外
部
研
修
へ
の
参
加
支
援
（
参
加
費
補
助
、
休
暇
付
与
等
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

1
2
. 人
事
考
課
基
準
（
到
達
目
標
、
成
果
指
標
等
）
の
有
無

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
3
. 人
事
考
課
基
準
（
到
達
目
標
、
成
果
指
標
等
）
の
公
開

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
4
. 人
事
考
課
結
果
の
職
員
個
人
へ
の
開
示

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
5
. 人
事
考
課
結
果
を
処
遇
（
給
与
・
昇
給
・
昇
格
な
ど
）
に
反
映
さ
せ
る
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
6
. 短
時
間
勤
務
者
に
対
す
る
処
遇
の
基
準

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
7
. 給
与
規
定

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
8
. 倫
理
に
関
す
る
規
定

 
１

 
２

 
３

 
４

 

1
9
. 医
療
安
全
・
医
療
事
故
対
策

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
0
. ク
レ
ー
ム
対
策

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
1
. 職
場
の
暴
力
対
策

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
2
. 職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
3
. 職
場
の
苦
情
へ
の
対
応

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
4
. 施
設
内
公
募
制
や
自
己
申
告
制
等
で
勤
務
時
間
や
勤
務
地
、
配
属
先
等
の
希
望
を

 

聞
く
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
5
. 家
族
が
転
勤
す
る
場
合
に
、
職
員
の
勤
務
を
配
慮
す
る
（
家
族
の
海
外
勤
務
時
の

 

休
職
、
家
族
の
転
勤
地
の
施
設
へ
の
異
動
等
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

2
6
. 勤
務
地
が
複
数
あ
る
施
設
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 

勤
務
地
を
限
定
す
る
働
き
方
を
選
択
で
き
る
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
7
. 配
置
転
換
（
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
）
す
る
場
合
に
は
看
護
職
の
生
活
に
つ
い
て
配
慮
す
る

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
8
. 退
職
し
た
看
護
職
の
再
雇
用
制
度

 
１

 
２

 
３

 
４

 

2
9
. 看
護
職
が
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
研
修
の
開
催

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
0
. キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
窓
口
（外
部
も
含
む
）
の
設
置

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
1
. 定
期
健
康
診
断
の
実
施

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
2
. 腰
痛
を
防
止
す
る
取
組
み

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
3
. メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修
の
開
催

 
１

 
２

 
３

 
４

 

3
4
. メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
相
談
窓
口
（
外
部
、
産
業
医
も
含
む
）
の
設
置

 
１

 
２

 
３

 
４

 

− 183 −



 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                     

        
[

]    
TE

L
03

-5
77

8-
85

53
9:

00
17

:0
0

 
FA

X
03

-5
77

8-
56

02
 

E-
m

ai
l

 t
ay

ou
@

nu
rs

e.
or

.jp
 


 


 


 

 

− 184 −



  
 

      

    

  

− 185 −



  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

                        

 

− 186 −



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
op

yr
ig

ht
 2

01
0 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

− 187 −



看護職のWLBインデックス調査【個人調査・全体・単純集計】 
問１．性別 

件数 男性 女性 無回答 

3443  250  3170  23  

100.0%  7.3%  92.1%  0.7%  
 

 

問２．年齢 

件数 
～24

歳 

25～29

歳 

30～34

歳 

35～39

歳 

40～44

歳 

45～49

歳 

50～54

歳 

55～59

歳 
60歳以上 無回答 

3443  373  541  665  514  457  371  257  166  82  17  

100.0%  10.8%  15.7%  19.3%  14.9%  13.3%  10.8%  7.5%  4.8%  2.4%  0.5%  
 

件数 平均 最小値 最大値 

3426  37.3  17.0  78.0  
 

 

問３．看護職通算経験年数 

件数 1年目 2～3年目 4～5年目 6～10年目 11～15年目 16～20年目 21～30年目 
31年目 

以降 
無回答 

3443  146  329  335  788  574  446  572  217  36  

100.0%  4.2%  9.6%  9.7%  22.9%  16.7%  13.0%  16.6%  6.3%  1.0%  
 

件数 平均 最小値 最大値 

3407  13.7  1.0  55.0  
 

 

問４．今の施設における勤務年数 

件数 1年目 2～3年目 4～5年目 6～10年目 11～15年目 16～20年目 21～30年目 
31年目 

以降 
無回答 

3443  515  757  529  727  383  223  234  42  33  

100.0%  15.0%  22.0%  15.4%  21.1%  11.1%  6.5%  6.8%  1.2%  1.0%  
  

 
 

問５．配偶者の有無                 

件数 いる いない 無回答 

3443  1785  1641  17  

100.0%  51.8%  47.7%  0.5%  
 
問５付問．配偶者の雇用形態 

件数 正規雇用 
正規雇用以外 

(パート・アルバイト・
契約・嘱託・派遣） 

働いていない その他 無回答 

1785  1400  169  92  115  9  

100.0%  78.4%  9.5%  5.2%  6.4%  0.5%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

件数 平均 最小値 最大値 

3410  7.8  1.0  44.0  
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問６．子どもの有無 

件数 いる いない 無回答 

3443 1863  1508  72  

100.0% 54.1%  43.8%  2.1%  
 

問６附問１．子ども人数 

件数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答 

1863  471  897  432  55  8       - 

100.0%  25.3%  48.1%  23.2%  3.0%  0.4%       - 
 

件数 平均 最小値 最大値 

1863  2.1  1.0  6.0  
 

問６付問２．子どもの年齢（学年）の内訳 
  件数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答 

問６附問２．①０～３歳 1863  1397  382  54  4       -      - 26  

  100.0%  75.0%  20.5%  2.9%  0.2%       -      - 1.4%  

問６附問２．②４歳～就学前 1863  1501  316  20       -      -      - 26  

  100.0%  80.6%  17.0%  1.1%       -      -      - 1.4%  

問６附問２．③小学１～３年生 1863  1477  308  52       -      -      - 26  

  100.0%  79.3%  16.5%  2.8%       -      -      - 1.4%  

問６附問２．④小学４～６年生 1863  1483  306  47  1       -      - 26  

  100.0%  79.6%  16.4%  2.5%  0.1%       -      - 1.4%  

問６附問２．⑤中学生以上 1863  805  264  504  237  22  5  26  

  100.0%  43.2%  14.2%  27.1%  12.7%  1.2%  0.3%  1.4%  
 

 

問７．要介護同居家族の有無           問７付問．自身が主たる介護者か 
件数               はい                 いいえ               無回答                件数               はい                 いいえ               無回答               

3443  295  3104  44  
 

295  172  120  3  

100.0%  8.6%  90.2%  1.3%  
 

100.0%  58.3%  40.7%  1.0%  

 

問８．雇用形態 

件数 正規雇用 
正規雇用以外 

（パート・アルバイト・契約・嘱託） 
無回答 

3443  2917  457  69  

100.0%  84.7%  13.3%  2.0%  

 

問９．勤務形態（複数回答） 
件数 交代制勤務 日勤専従 夜勤専従 管理夜勤 当直 管理当直 その他 無回答 

3443  2327  953  41  43  259  107  116  27  

100.0%  67.6%  27.7%  1.2%  1.2%  7.5%  3.1%  3.4%  0.8%  
 
 

問９．当直の内容                    問９．管理当直の内容 

件数 
本来の当直業

務のみに従事 

夜勤に類する

業務を含む 
無回答 

 
件数 

本来の当直業

務のみに従事 

夜勤に類する

業務を含む 
無回答 

259  59 129 71  
 

107  50  29  28  

100.0%  22.8% 49.8% 27.4%  
 

100.0%  46.7%  27.1%  26.2%  
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問 10．夜勤回数（ａ）３交代・変則３交代夜勤（準夜・深夜合計） 

件数 ０回 
１～３

回 

４～５

回 

６～７

回 

８～９

回 

１０

回 

以上 

無回答 

2572  602  45  82  126  253  155  1309  

100.0%  23.4%  1.7%  3.2%  4.9%  9.8%  6.0%  50.9%  
 
 

問 10．夜勤回数（ｂ）２交代・変則２交代夜勤 

件数 ０回 １～３回 ４～５回 ６回以上 無回答 

2572  341  284  834  259  854  

100.0%  13.3%  11.0%  32.4%  10.1%  33.2%  
 
 

問 10．夜勤回数（ｃ）夜勤専従 

件数 ０回 １～５回 ６～１０回 １１～１５回 １６～２０回 ２１回以上 無回答 

2572  775  13  22  1  3       - 1758  

100.0%  30.1%  0.5%  0.9%  0.0%  0.1%       - 68.4%  
 

件数 平均 最小値 最大値 

814  0.4  0.0  20.0  
 

問 10．夜勤回数（ｄ）当直回数 

件数 ０回 １～３回 ４～５回 ６～７回 ８～９回 １０回以上 無回答 

2572  632  188  91  35  5  3  1618  

100.0%  24.6%  7.3%  3.5%  1.4%  0.2%  0.1%  62.9%  
 

件数 平均 最小値 最大値 

 954  1.1  0.0  12.0  

 

問 11．（ａ）「日勤帯の勤務時間の長さ」       （ｂ）「1 週間の勤務日数」 

件数 

いわゆる常

勤看護職の

所定労働時

間に等しい 

いわゆる常

勤看護職の

所定労働時

間よりも短

い 

無回答 
 

件数 

いわゆる常

勤看護職の

週所定の労

働日数に等

しい 

いわゆる常

勤看護職の

週所定の労

働日数より

も尐ない 

無回答 

3332  2877  314  141  
 

3332  2862  283  187  

100.0%  86.3%  9.4%  4.2%  
 

100.0%  85.9%  8.5%  5.6%  
 
 

問 12．主な配属先 

件数 病棟 外来 
集中 

治療室 

 救命・  

救急 
手術室 

健診

セン

ター 

在宅ケア    

(訪問看護・    

地域連携室等） 

その他 無回答 

3443  2422  499  97  35  146  18  24  168  34  

100.0%  70.3%  14.5%  2.8%  1.0%  4.2%  0.5%  0.7%  4.9%  1.0%  

 

問 13．職位 

件数 スタッフ 
主任および 

主任相当職 

看護師長および 

看護師長相当職 

看護部長・副部長や 

総看護師長、副院長 
無回答 

3443  2892  264  231  32  24  

100.0%  84.0%  7.7%  6.7%  0.9%  0.7%  

件数 平均 最小値 最大値 

1263  4.0  0.0  13.0  

件数 平均 最小値 最大値 

1718  3.6  0.0  8.0  
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問 14．時間外労働の有無 

件数 
残業しなかった 

（０時間） 
残業した 無回答 

3443  986  2383  74  

100.0%  28.6%  69.2%  2.1%  
 
 

問 14．時間外労働時間数  

件
数 

１
０
時
間
以
下 

１
０
超
～
２
０
時
間
以
下 

２
０
超
～
３
０
時
間
以
下 

３
０
超
～
４
０
時
間
以
下 

４
０
超
～
５
０
時
間
以
下 

５
０
超
～
６
０
時
間
以
下 

６
０
超
～
７
０
時
間
以
下 

７
０
超
～
８
０
時
間
以
下 

８
０
超
～
９
０
時
間
以
下 

９
０
超
～
１
０
０
時
間
以
下 

１
０
０
超
～
１
１
０
時
間
以
下 

１
１
０
超
～
１
２
０
時
間
以
下 

１
２
０
超
～
１
３
０
時
間
以
下 

１
３
０
超
～
１
４
０
時
間
以
下 

１
４
０
超
～
１
５
０
時
間
以
下 

無
回
答 

2383  1588  378  118  43  17  11  5  7  4  - - - - - - 212  

100.0%  66.6%  15.9%  5.0%  1.8%  0.7%  0.5%  0.2%  0.3%  0.2%  - - - - - - 8.9%  
 
 

問 14．時間外労働時間数（時間） 

件数 平均 最小値 最大値 

2171  586.3  20.0  5400.0  

 
 9.8時間  0.3時間  90時間 

 
 

問 15．時間外勤務手当支払時間数 

件
数 

１
０
時
間
以
下 

１
０
超
～
２
０
時
間
以
下 

２
０
超
～
３
０
時
間
以
下 

３
０
超
～
４
０
時
間
以
下 

４
０
超
～
５
０
時
間
以
下 

５
０
超
～
６
０
時
間
以
下 

６
０
超
～
７
０
時
間
以
下 

７
０
超
～
８
０
時
間
以
下 

８
０
超
～
９
０
時
間
以
下 

９
０
超
～
１
０
０
時
間
以
下 

１
０
０
超
～
１
１
０
時
間
以
下 

１
１
０
超
～
１
２
０
時
間
以
下 

１
２
０
超
～
１
３
０
時
間
以
下 

１
３
０
超
～
１
４
０
時
間
以
下 

１
４
０
超
～
１
５
０
時
間
以
下 

無
回
答 

2383  1882  195  51  7  5  3  1  - - - - - - - - 239  

100.0%  79.0%  8.2%  2.1%  0.3%  0.2%  0.1%  0.0%  - - - - - - - - 10.0%  
  
問 15．時間外勤務手当支払時間数（分換算）   

件数 平均 最小値 最大値 

2144  302.9  0.0  3960.0  

 

問 16．時間外院内研修への参加     

件数 参加しなかった 参加した 無回答 

3443  1602  1786  55  

100.0%  46.5%  51.9%  1.6%  
              

− 191 −



問 16．時間外院内研修参加時間数  

件数 1～2時間 3～4時間 5～9時間 10～14時間 15～19時間 20時間以上 無回答 

1786  1046  380  166  27  14  24  129  

100.0%  58.6%  21.3%  9.3%  1.5%  0.8%  1.3%  7.2%  
 

件数 平均 最小値 最大値 

1657  3.4  1.0  150.0  

 

問 17．持ち帰り仕事の有無 

件数 しなかった した 無回答 

3443  2418  971  54  

100.0%  70.2%  28.2%  1.6%  
 
 

問 17．持ち帰り仕事時間数 

件数 1～2時間 3～4時間 5～9時間 10～14時間 15～19時間 20時間以上 無回答 

971  302  208  226  116  21  53  45  

100.0%  31.1%  21.4%  23.3%  11.9%  2.2%  5.5%  4.6%  
 
 

問 17．持ち帰り仕事時間数（時間） 

件数               平均                 最小値               最大値               

926  5.8  1.0  60.0  

 

問 18．前残業の有無 

件数 あった なかった 無回答 

3443  1872  1531  40  

100.0%  54.4%  44.5%  1.2%  
 
 

問 18．前残業時間数 

件数 1～2時間 3～4時間 5～9時間 10～14時間 15～19時間 20時間以上 無回答 

1531  320  175  360  256  74  150  196  

100.0%  20.9%  11.4%  23.5%  16.7%  4.8%  9.8%  12.8%  
 
 

問 18．前残業時間数（時間） 

件数               平均                 最小値               最大値               

1335  8.7  1.0  150.0  

 

問 19. ①昨年度付与所定有給休暇日数 

件数 0日 1～5日  6～10日 11～15日 16～20日 21日以上 わからない 無回答 

2895  21  79  209  249  816  173  1149  199  

100.0%  0.7%  2.7%  7.2%  8.6%  28.2%  6.0%  39.7%  6.9%  
 
 

問 19．①昨年度に付与された所定有給休暇日数 

件数               平均                 最小値               最大値               

1547  17.8  0.0  40.0  
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問 19．②一昨年度からの繰越有給休暇日数 

件数 0日 1～5日  6～10日 11～15日 16～20日 21日以上 わからない 無回答 

2895  532  111  148  112  510  158  1122  202  

100.0%  18.4%  3.8%  5.1%  3.9%  17.6%  5.5%  38.8%  7.0%  
 

問 19．②一昨年度からの繰り越し有給休暇日数 

件数               平均                 最小値               最大値               

1571  11.7  0.0  55.0  
 

問 19. ③昨年度消化有給休暇日数 

件数 0日 1～5日  6～10日 11～15日 16～20日 21日以上 わからない 無回答 

2895  102  457  423  212  230  84  1158  229  

100.0%  3.5%  15.8%  14.6%  7.3%  7.9%  2.9%  40.0%  7.9%  
 

問 19．③昨年度に消化した年次有給休暇日数   

件数               平均                 最小値               最大値               

1508  9.6  0.0  43.0  

 

問 20．現在の健康状態 

件数 
非常に健康

である 

まあ健康 

である 

やや不調 

である 

非常に不調 

である 

健康であるとも不調であ

るともいえない 
無回答 

3443  369  1898  674  99  305  98  

100.0%  10.7%  55.1%  19.6%  2.9%  8.9%  2.8%  
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問 21．職場や仕事について   

 件
数 

そ
う
思
う 

や
や
そ
う
思
う 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

無
回
答 

１．看護職員を大切にする組織である 
3443  450  1459  1151  343  40  

100.0%  13.1%  42.4%  33.4%  10.0%  1.2%  

２．目先の利益にとらわれず長期的な視点にたった経営をしている 
3443  392  1423  1233  352  43  

100.0%  11.4%  41.3%  35.8%  10.2%  1.2%  

３．今の勤務先の将来に不安はない 
3443  

100.0%  

360  

10.5%  

1201  

34.9%  

1234  

35.8%  

616  

17.9%  

32  

0.9%  

４．今の勤務先にできるだけ長く勤めたい 
3443  

100.0%  

564  

16.4%  

1249  

36.3%  

1082  

31.4%  

510  

14.8%  

38  

1.1%  

５．業務が終われば周囲に気兼ねなく帰ることができる 
3443  

100.0%  

707  

20.5%  

1282  

37.2%  

967  

28.1%  

462  

13.4%  

25  

0.7%  

６．上下関係にこだわらず、主張すべきことを自由に話し合える 
3443  

100. %  

502  

14.6%  

1626  

47.2%  

950  

27.6%  

343  

10.0%  

22  

0.6%  

７．上司は自身の考え方や方針を十分に説明している 
3443  

100.0%  

681  

19.8%  

1585  

46.0%  

845  

24.5%  

269  

7.8%  

63  

1.8%  

８．上司はあなたの考え方をよく聞いて、理解している 
3443  

100.0%  

654  

19.0%  

1701  

49.4%  

809  

23.5%  

256  

7.4%  

23  

0.7%  

９．上司は仕事の成果について公正に評価している 
3443  

100.0%  

673  

19.5%  

1691  

49.1%  

783  

22.7%  

261  

7.6%  

35  

1.0%  

10．上司は必要な時に、的確なアドバイスや支援をしている 
3443  

100.0%  

867  

25.2%  

1673  

48.6%  

684  

19.9%  

193  

5.6%  

26  

0.8%  

11．現在の仕事は、自分の能力を活かせる仕事である 
3443  

100.0%  

416  

12.1%  

1825  

53.0%  

986  

28.6%  

187  

5.4%  

29  

0.8%  

12．現在の仕事は、自分の能力向上の機会になっている 
3443  

100.0%  

586  

17.0%  

1753  

50.9%  

900  

26.1%  

183  

5.3%  

21  

0.6%  

13．部署では看護ケアに費やす時間を十分にとることができる 
3443  

100.0%  

254  

7.4%  

1192  

34.6%  

1516  

44.0%  

451  

13.1%  

30  

0.9%  

14．現在の仕事の量と仕事の内容に対して今の給与は妥当である 
3443  

100.0%  

248  

7.2%  

1060  

30.8%  

1257  

36.5%  

852  

24.7%  

26  

0.8%  

15．現在の仕事は、自分の描く将来像につながる仕事である 
3443  

100.0%  

266  

7.7%  

1359  

39.5%  

1361  

39.5%  

418  

12.1%  

39  

1.1%  

16．組織は能力開発のための研修の実施、またはその参加を支援 
3443  

100.0%  

716  

20.8%  

1725  

50.1%  

733  

21.3%  

241  

7.0%  

28  

0.8%  

17．必要に応じて休職が認められる 
3443  

100.0%  

893  

25.9%  

1509  

43.8%  

698  

20.3%  

308  

8.9%  

35  

1.0%  

18．必要に応じて今の雇用形態のまま、短時間勤務に変更できる 
3443  

100.0%  

452  

13.1%  

1043  

30.3%  

1156  

33.6%  

717  

20.8%  

75  

2.2%  

19．有給休暇は必要に応じて取得できる 
3443  

100.0%  

843  

24.5%  

1180  

34.3%  

798  

23.2%  

589  

17.1%  

33  

1.0%  

20．一週間程度の連続した休暇を必要に応じて取得できる 
3443  

100.0%  

540  

15.7%  

896  

26.0%  

920  

26.7%  

1052  

30.6%  

35  

1.0%  

21．定時で終えることができる業務である 
3443  

100.0%  

481  

14.0%  

1036  

30.1%  

1015  

29.5%  

885  

25.7%  

26  

0.8%  

22．勤務表作成時に個人の希望が通りやすい 
3443  

100.0%  

1171  

34.0%  

1582  

45.9%  

469  

13.6%  

183  

5.3%  

38  

1.1%  

23．現在の働き方に満足している 
3443  

100.0%  

375  

10.9%  

1437  

41.7%  

1169  

34.0%  

425  

12.3%  

37  

1.1%  

24．現在の生活（家庭生活・地域生活等）に満足している 
3443  

100.0%  

543  

15.8%  

1526  

44.3%  

961  

27.9%  

381  

11.1%  

32  

0.9%  
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問 22．①制度や仕組みの有無 

 件
数 

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 
  
  
  
  
  
  
 

１．生理休暇 
3443  548  1018  1620  257  

100.0%  15.9%  29.6%  47.1%  7.5%  

２．不妊治療休暇 
3443  50  1070  2060  263  

100.0%  1.5%  31.1%  59.8%  7.6%  

３．夜勤の免除 
3443  1847  204  1109  283  

100.0%  53.6%  5.9%  32.2%  8.2%  

４．夜勤回数を減らすことができる 
3443  2043  92  1034  274  

100.0%  59.3%  2.7%  30.0%  8.0%  

５．超過勤務の免除  
3443  965  417  1778  283  

100.0%  28.0%  12.1%  51.6%  8.2%  

６．変形労働時間制の適用除外 
3443  570  259  2328  286  

100.0%  16.6%  7.5%  67.6%  8.3%  

７．保健指導・健診受診時間の確保 
3443  784  432  1945  282  

100.0%  22.8%  12.5%  56.5%  8.2%  

８．時差出勤 
3443  1023  505  1633  282  

100.0%  29.7%  14.7%  47.4%  8.2%  

９．業務軽減のための配置転換 
3443  1233  286  1646  278  

100.0%  35.8%  8.3%  47.8%  8.1%  

10．つわり休暇 
3443  240  804  2119  280  

100.0%  7.0%  23.4%  61.5%  8.1%  

11．男性看護職員が、配偶者出産時に取得できる配偶者出産休暇 
3443  504  398  2246  295  

100.0%  14.6%  11.6%  65.2%  8.6%  

12．夜勤の免除 
3443  1440  183  1522  298  

100.0%  41.8%  5.3%  44.2%  8.7%  

13．夜勤回数を減らすことができる  
3443  1585  129  1428  301  

100.0%  46.0%  3.7%  41.5%  8.7%  

14．超過勤務の免除  
3443  958  288  1891  306  

100.0%  27.8%  8.4%  54.9%  8.9%  

15．変形労働時間制の適用除外 
3443  584  217  2326  316  

100.0%  17.0%  6.3%  67.6%  9.2%  

16．保健指導・健診受診時間の確保 
3443  596  342  2195  310  

100.0%  17.3%  9.9%  63.8%  9.0%  

17．時差出勤 
3443  854  368  1913  308  

100.0%  24.8%  10.7%  55.6%  8.9%  

18．業務軽減のための配置転換 
3443  1048  243  1845  307  

100.0%  30.4%  7.1%  53.6%  8.9%  

19．保育所送迎のため等の出退勤時間の柔軟化 
3443  729  444  1960  310  

100.0%  21.2%  12.9%  56.9%  9.0%  

20．法定の範囲を超える育児休業制度 
3443  

100.0%  

532  

15.5%  

455  

13.2%  

2165  

62.9%  

291  

8.5%  

21．育児休業中の看護職員への経済的援助制度 
3443  

100.0%  

477  

13.9%  

481  

14.0%  

2195  

63.8%  

290  

8.4%  

22．育児休業終了後、休業前と同等の職位・地位への復帰 
3443  

100.0%  

1129  

32.8%  

160  

4.6%  

1866  

54.2%  

288  

8.4%  

23．復職しやすくするための育児休業中の情報提供 
3443  

100.0%  

480  

13.9%  

446  

13.0%  

2226  

64.7%  

291  

8.5%  

24．育児休業終了後の円滑な職場復帰のための能力開発の機会提供 
3443  

100.0%  

377  

10.9%  

482  

14.0%  

2291  

66.5%  

293  

8.5%  
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問 22．①（続き） 

 件
数 

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

25．育児短時間勤務制度 
3443  

100.0%  

820  

23.8%  

332  

9.6%  

2000  

58.1%  

291  

8.5%  

26．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 
3443  

100.0%  

736  

21.4%  

421  

12.2%  

1996  

58.0%  

290  

8.4%  

27．育児のために所定外労働時間を免除する制度 
3443  

100.0%  

477  

13.9%  

379  

11.0%  

2303  

66.9%  

284  

8.2%  

28．育児のための法廷時間外労働を制限する制度 
3443  

100.0%  

442  

12.8%  

373  

10.8%  

2335  

67.8%  

293  

8.5%  

29．育児のための夜勤免除 
3443  

100.0%  

1148  

33.3%  

222  

6.4%  

1789  

52.0%  

284  

8.2%  

30．育児のためのフレックスタイム制度 
3443  

100.0%  

325  

9.4%  

510  

14.8%  

2317  

67.3%  

291  

8.5%  

31．施設内の託児施設 
3443  

100.0%  

1393  

40.5%  

698  

20.3%  

1061  

30.8%  

291  

8.5%  

32．育児サービス費用を補助あるいは貸与する制度 
3443  

100.0%  

233  

6.8%  

735  

21.3%  

2180  

63.3%  

295  

8.6%  

33．子どもの看護休暇 
3443  

100.0%  

623  

18.1%  

569  

16.5%  

1957  

56.8%  

294  

8.5%  

34．学校休業期間中の休暇・時間休 
3443  

100.0%  

207  

6.0%  

752  

21.8%  

2189  

63.6%  

295  

8.6%  

35．就学前・就学中の子を持つ看護職に対する夜勤回数の軽減 
3443  

100.0%  

850  

24.7%  

328  

9.5%  

1978  

57.4%  

287  

8.3%  

36．男性看護職の育児休業取得を促進するための対策 
3443  

100.0%  

169  

4.9%  

590  

17. 1%  

2398  

69.6%  

286  

8.3%  

37．法定の範囲を超える介護休業制度 
3443  

100.0%  

335  

9.7%  

392  

11.4%  

2467  

71.7%  

249  

7.2%  

38．介護休業中の看護職員への経済的援助制度 
3443  

100.0%  

122  

3.5%  

554  

16.1%  

2516  

73.1%  

251  

7.3%  

39．介護休業終了後、休業前と同等の職位・地位への復帰  
3443  

100.0%  

527  

15.3%  

197  

5.7%  

2462  

71.5%  

257  

7.5%  

40．復職しやすくするための介護休業中の情報提供 

  

3443  

100.0%  

204  

5.9%  

409  

11.9%  

2569  

74.6%  

261  

7.6%  

41．介護休業終了後の円滑な職場復帰のための能力開発の機会提

供 

3443  

100.0%  

182  

5.3%  

437  

12.7%  

2567  

74.6%  

257  

7.5%  

42．介護のために勤務時間を短縮できる制度 
3443  

100.0%  

221  

6.4%  

418  

12.1%  

2544  

73.9%  

260  

7.6%  

43．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 
3443  

100.0%  

222  

6.4%  

440  

12.8%  

2520  

73.2%  

261  

7.6%  

44．介護のために所定外労働時間を制限する制度 
3443  

100.0%  

171  

5.0%  

408  

11.9%  

2608  

75.7%  

256  

7.4%  

45．介護を行う看護職に対する夜勤への配慮（夜勤の免除等） 
3443  

100.0%  

467  

13.6%  

272  

7.9%  

2450  

71.2%  

254  

7.4%  

46．介護のためのフレックスタイム制度 
3443  

100.0%  

100  

2.9%  

476  

13.8%  

2611  

75.8%  

256  

7.4%  

47．介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度 
3443  

100.0%  

78  

2.3%  

504  

14.6%  

2607  

75.7%  

254  

7.4%  

48．介護のための休暇制度 
3443  

100.0%  

609  

17.7%  

286  

8.3%  

2283  

66.3%  

265  

7.7%  
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問 22．①（続き） 

 
件
数 

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

49．教育責任者の配置 
3443  

100.0%  

1452  

42.2%  

259  

7.5%  

1481  

43.0%  

251  

7.3%  

50．外部研修参加支援（参加費補助、休暇付与等） 
3443  

100.0%  

1616  

46.9%  

288  

8.4%  

1290  

37.5%  

249  

7.2%  

51．能力開発のための休職や休暇の制度 
3443  

100.0%  

837  

24.3%  

471  

13.7%  

1882  

54.7%  

253  

7.3%  

52．社会貢献・ボランティアのための休職や休暇の制度 
3443  

100.0%  

227  

6.6%  

708  

20.6%  

2259  

65.6%  

249  

7.2%  

53．リフレッシュ休暇制度 
3443  

100.0%  

865  

25.1%  

724  

21.0%  

1605  

46.6%  

249  

7.2%  

54．育児や介護の理由以外に、一定期間勤務時間を短くする制度 
3443  

100.0%  

329  

9.6%  

662  

19.2%  

2206  

64.1%  

246  

7.1%  

55．フレックスタイム制等の柔軟な労働時間制度 
3443  

100.0%  

364  

10.6%  

722  

21.0%  

2106  

61.2%  

251  

7.3%  

56．年休が半日単位、時間単位でとれる制度 
3443  

100.0%  

1391  

40.4%  

397  

11.5%  

1413  

41.0%  

242  

7.0%  

57．夜勤への配慮（夜勤の免除や回数軽減） 
3443  

100.0%  

1429  

41.5%  

246  

7.1%  

1521  

44.2%  

247  

7.2%  

58．長時間労働の是正や解消のための施策 
3443  

100.0%  

586  

17.0%  

546  

15.9%  

2072  

60.2%  

239  

6.9%  

59．有給休暇の取得促進のための施策 
3443  

100.0%  

511  

14.8%  

709  

20.6%  

1976  

57.4%  

247  

7.2%  

60．人事考課基準（到達目標、成果指標等）の有無  
3443  

100.0%  

1267  

36.8%  

235  

6.8%  

1694  

49.2%  

247  

7.2%  

61．人事考課基準（到達目標、成果指標等）の公開 
3443  

100.0%  

672  

19.5%  

523  

15.2%  

1999  

58.1%  

249  

7.2%  

62．人事考課結果の職員個人への開示  
3443  

100.0%  

605  

17.6%  

573  

16.6%  

2014  

58.5%  

251  

7.3%  

63．人事考課結果を処遇（給与・昇給・昇格等）に反映させる制

度 

3443  

100.0%  

906  

26.3%  

403  

11.7%  

1883  

54.7%  

251  

7.3%  

64．短時間勤務者に対する処遇の基準 
3443  

100.0%  

411  

11.9%  

318  

9.2%  

2456  

71.3%  

258  

7.5%  

65．給与規定 
3443  

100.0%  

2045  

59.4%  

123  

3.6%  

1033  

30.0%  

242  

7.0%  

66．倫理に関する規定 
3443  

100.0%  

1565  

45.5%  

128  

3.7%  

1498  

43.5%  

252  

7.3%  

67．医療安全・医療事故対策 
3443  

100.0%  

2784  

80.9%  

26  

0.8%  

385  

11.2%  

248  

7.2%  

68．クレーム対策  
3443  

100.0%  

2028  

58.9%  

174  

5.1%  

992  

28.8%  

249  

7.2%  

69．職場の暴力対策 
3443  

100.0%  

1587  

46.1%  

297  

8.6%  

1308  

38.0%  

251  

7.3%  

70．職場のハラスメント対策 
3443  

100.0%  

1193  

34.7%  

378  

11.0%  

1617  

47.0%  

255  

7.4%  

71．職場の苦情への対応 
3443  

100.0%  

1690  

49.1%  

255  

7.4%  

1248  

36.2%  

250  

7.3%  

72．定期健康診断の実施 
3443  

100.0%  

2938  

85.3%  

11  

0.3%  

245  

7.1%  

249  

7.2%  
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問 22．①（続き） 

 
件
数 

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

73．腰痛を防止する取り組み 
3443  

100.0%  

280  

8.1%  

1208  

35.1%  

1705  

49.5%  

250  

7.3%  

74．メンタルヘルス等の研修の開催 
3443  

100.0%  

491  

14.3%  

919  

26.7%  

1782  

51.8%  

251  

7.3%  

75．メンタルヘルス等の相談窓口の設置 
3443  

100.0%  

710  

20.6%  

876  

25.4%  

1604  

46.6%  

253  

7.3%  

76．公募制や自己申告制により勤務時間や配属先等の希望を聞く 
3443  

100.0%  

1025  

29.8%  

509  

14.8%  

1650  

47.9%  

259  

7.5%  

77．家族が転勤する場合に、職員の勤務を配慮する 
3443  

100.0%  

315  

9.1%  

581  

16.9%  

2295  

66.7%  

252  

7.3%  

78．看護職をローテーションする場合には看護職の生活事情を配

慮 

3443  

100.0%  

877  

25.5%  

489  

14.2%  

1826  

53.0%  

251  

7.3%  

79．退職した看護職の再雇用制度 
3443  

100.0%  

1240  

36.0%  

178  

5.2%  

1777  

51.6%  

248  

7.2%  

80．看護職員が自らキャリアを考えるための研修の開催 
3443  

100.0%  

1218  

35.4%  

290  

8.4%  

1669  

48.5%  

266  

7.7%  

81．キャリアカウンセリングの窓口の設置  
3443  

100.0%  

183  

5.3%  

840  

24.4%  

2161  

62.8%  

259  

7.5%  

82．勤務地を限定する働き方を選択できる制度 
3443  

100.0%  

252  

7.3%  

190  

5.5%  

1286  

37.4%  

1715  

49.8%  

83．職員の過半数を代表する「過半数代表者」の制度 
3443  

100.0%  

165  

4.8%  

757  

22.0%  

2225  

64.6%  

296  

8.6%  
 
 
 
問 22．②利用希望の有無 

 件数 ある ない 無回答 

１．生理休暇 
3443  1407  1337  699  

100.0%  40.9%  38.8%  20.3%  

２．不妊治療休暇 
3443  1310  1395  738  

100.0%  38.0%  40.5%  21.4%  

３．夜勤の免除 
3443  1799  833  811  

100.0%  52.3%  24.2%  23.6%  

４．夜勤回数を減らすことができる 
3443  1840  790  813  

100.0%  53.4%  22.9%  23.6%  

５．超過勤務の免除 
3443  1860  759  824  

100.0%  54.0%  22.0%  23.9%  

６．変形労働時間制の適用除外  
3443  1579  1005  859  

100.0%  45.9%  29.2%  24.9%  

７．保健指導・健診受診時間の確保 
3443  1794  832  817  

100.0%  52.1%  24.2%  23.7%  

８．時差出勤 
3443  1696  928  819  

100.0%  49.3%  27.0%  23.8%  

９．業務軽減のための配置転換  
3443  1772  842  829  

100.0%  51.5%  24.5%  24.1%  

10．つわり休暇 
3443  1726  924  793  

100.0%  50.1%  26.8%  23.0%  

11．配偶者出産休暇 
3443  1722  888  833  

100.0%  50.0%  25.8%  24.2%  
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問 22．②（続き） 

 
件数 ある ない 無回答 

12．夜勤の免除 

  

3443  1891  706  846  

100.0%  54.9%  20.5%  24.6%  

13．夜勤回数を減らすことができる 

  

3443  1906  673  864  

100.0%  55.4%  19.5%  25.1%  

14．超過勤務の免除 

  

3443  1885  700  858  

100.0%  54.7%  20.3%  24.9%  

15．変形労働時間制の適用除外 

  

3443  1709  855  879  

100.0%  49.6%  24.8%  25.5%  

16．保健指導・健診受診時間の確保 

  

3443  1786  802  855  

100.0%  51.9%  23.3%  24.8%  

17．時差出勤 

  

3443  1801  791  851  

100.0%  52.3%  23.0%  24.7%  

18．業務軽減のための配置転換 

  

3443  1805  772  866  

100.0%  52.4%  22.4%  25.2%  

19．保育所送迎のため等の出退勤時間の柔軟化 
3443  1922  692  829  

100.0%  55.8%  20.1%  24.1%  

20．法定の範囲を超える育児休業制度 
3443  

100.0%  

1729  

50.2%  

871  

25.3%  

843  

24.5% 

21．育児休業中の看護職員への経済的援助制度 
3443  

100.0%  

1878  

54.5%  

738  

21.4%  

827  

24.0%  

22．育児休業終了後、休業前と同等の職位・地位への復帰 
3443  

100.0%  

1877  

54.5%  

719  

20.9%  

847  

24.6%  

23．復職しやすくするための育児休業中の情報提供 
3443  

100.0%  

1916  

55.6%  

694  

20.2%  

833  

24.2%  

24．育児休業終了後の円滑な職場復帰のための能力開発の機会提供 
3443  

100.0%  

1874  

54.4%  

727  

21.1%  

842  

24.5%  

25．育児短時間勤務制度 
3443  

100.0%  

1925  

55.9%  

683  

19.8%  

835  

24.3%  

26．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 
3443  

100.0%  

1912  

55.5%  

696  

20.2%  

835  

24.3%  

27．育児のために所定外労働時間を免除する制度 
3443  

100.0%  

1890  

54.9%  

717  

20.8%  

836  

24.3%  

28．育児のための法廷時間外労働を制限する制度 
3443  

100.0%  

1878  

54.5%  

720  

20.9%  

845  

24.5%  

29．育児のための夜勤免除  
3443  

100.0%  

1948  

56.6%  

649  

18.8%  

846  

24.6%  

30．育児のためのフレックスタイム制度 
3443  

100.0%  

1834  

53.3%  

766  

22.2%  

843  

24.5%  

31．施設内の託児施設 
3443  

100.0%  

1895  

55.0%  

703  

20.4%  

845  

24.5%  

32．育児サービス費用を補助あるいは貸与する制度 
3443  

100.0%  

1774  

51.5%  

834  

24.2%  

835  

24.3%  

33．子どもの看護休暇 
3443  

100.0%  

1981  

57.5%  

637  

18.5%  

825  

24.0%  

34．学校休業期間中の休暇・時間休 
3443  

100.0%  

1879  

54.6%  

734  

21.3%  

830  

24.1%  

35．就学前・就学中の子を持つ看護職に対する夜勤回数の軽減 
3443  

100.0%  

1954  

56.8%  

660  

19.2%  

829  

24.1%  

36．男性看護職の育児休業取得を促進するための対策 
3443  

100.0%  

1741  

50.6%  

856  

24.9%  

846  

24.6%  

37．法定の範囲を超える介護休業制度  
3443  

100.0%  

2044  

59.4%  

583  

16.9%  

816  

23.7%  
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件数 ある ない 無回答 

38．介護休業中の看護職員への経済的援助制度 
3443  

100.0%  

2091  

60.7%  

548  

15.9%  

804  

23.4%  

39．介護休業終了後、休業前と同等の職位・地位への復帰 
3443  

100.0%  

2049  

59.5%  

578  

16.8%  

816  

23.7%  

40．復職しやすくするための介護休業中の情報提供 
3443  

100.0%  

2073  

60.2%  

551  

16.0%  

819  

23.8%  

41．介護休業終了後の円滑な職場復帰のための能力開発の機会提供 
3443  

100.0%  

2046  

59.4%  

572  

16.6%  

825  

24.0%  

42．介護のために勤務時間を短縮できる制度 
3443  

100.0%  

2119  

61.5%  

515  

15.0%  

809  

23.5%  

43．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 
3443  

100.0%  

2095  

60.8%  

536  

15.6%  

812  

23.6%  

44．介護のために所定外労働時間を制限する制度  
3443  

100.0%  

2084  

60.5%  

540  

15.7%  

819  

23.8%  

45．介護を行う看護職に対する夜勤への配慮（夜勤の免除等） 
3443  

100.0%  

2114  

61.4%  

505  

14.7%  

824  

23.9%  

46．介護のためのフレックスタイム制度  
3443  

100.0%  

2055  

59.7%  

565  

16.4%  

823  

23.9%  

47．介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度 
3443  

100.0%  

2038  

59.2%  

585  

17.0%  

820  

23.8%  

48．介護のための休暇制度 
3443  

100.0%  

2155  

62.6%  

479  

13.9%  

809  

23.5%  

49．教育責任者の配置  
3443  

100.0%  

2067  

60.0%  

512  

14.9%  

864  

25.1%  

50．外部研修参加支援（参加費補助、休暇付与等） 
3443  

100.0%  

2198  

63.8%  

403  

11.7%  

842  

24.5%  

51．能力開発のための休職や休暇の制度 
3443  

100.0%  

2110  

61.3%  

492  

14.3%  

841  

24.4%  

52．社会貢献・ボランティアのための休職や休暇の制度 
3443  

100.0%  

1916  

55.6%  

701  

20.4%  

826  

24.0%  

53．リフレッシュ休暇制度  
3443  

100.0%  

2279  

66.2%  

370  

10.7%  

794  

23.1%  

54．育児や介護の理由以外に、一定期間勤務時間を短くする制度  
3443  

100.0%  

2000  

58.1%  

601  

17.5%  

842  

24.5%  

55．フレックスタイム制等の柔軟な労働時間制度 
3443  

100.0%  

2033  

59.0%  

569  

16.5%  

841  

24.4%  

56．年休が半日単位、時間単位でとれる制度 
3443  

100.0%  

2217  

64.4%  

390  

11.3%  

836  

24.3%  

57．夜勤への配慮（夜勤の免除や回数軽減） 
3443  

100.0%  

2132  

61.9%  

463  

13.4%  

848  

24.6%  

58．長時間労働の是正や解消のための施策 
3443  

100.0%  

2193  

63.7%  

419  

12.2%  

831  

24.1%  

59．有給休暇の取得促進のための施策 
3443  

100.0%  

2283  

66.3%  

345  

10.0%  

815  

23.7%  

60．人事考課基準（到達目標、成果指標等）の有無 
3443  

100.0%  

1928  

56.0%  

603  

17.5%  

912  

26.5%  

61．人事考課基準（到達目標、成果指標等）の公開  
3443  

100.0%  

1841  

53.5%  

710  

20.6%  

892  

25.9%  

62．人事考課結果の職員個人への開示 
3443  

100.0%  

1931  

56.1%  

628  

18.2%  

884  

25.7%  

63．人事考課結果を処遇（給与・昇給・昇格等）に反映させる制度 
3443  

100.0%  

1983  

57.6%  

564  

16.4%  

896  

26.0%  

− 200 −



問 22．②（続き） 

 
件数 ある ない 無回答 

64．短時間勤務者に対する処遇の基  
3443  

100.0%  

1891  

54.9%  

647  

18.8%  

905  

26.3%  

65．給与規定 
3443  

100.0%  

2223  

64.6%  

316  

9.2%  

904  

26.3%  

66．倫理に関する規定 
3443  

100.0%  

2093  

60.8%  

426  

12.4%  

924  

26.8%  

67．医療安全・医療事故対策 
3443  

100.0%  

2296  

66.7%  

230  

6.7%  

917  

26.6%  

68．クレーム対策 
3443  

100.0%  

2272  

66.0%  

286  

8.3%  

885  

25.7%  

69．職場の暴力対策  
3443  

100.0%  

2241  

65.1%  

330  

9.6%  

872  

25.3%  

70．職場のハラスメント対策 
3443  

100.0%  

2218  

64.4%  

352  

10.2%  

873  

25.4%  

71．職場の苦情への対応  
3443  

100.0%  

2272  

66.0%  

300  

8.7%  

871  

25.3%  

72．定期健康診断の実施 
3443  

100.0%  

2383  

69.2%  

147  

4.3%  

913  

26.5%  

73．腰痛を防止する取り組み 
3443  

100.0%  

2225  

64.6%  

378  

11.0%  

840  

24.4%  

74．メンタルヘルス等の研修の開催 
3443  

100.0%  

2086  

60.6%  

504  

14.6%  

853  

24.8%  

75．メンタルヘルス等の相談窓口の設置 
3443  

100.0%  

2088  

60.6%  

501  

14.6%  

854  

24.8%  

76．公募制や自己申告制により勤務時間や配属先等の希望を聞く 
3443  

100.0%  

2121  

61.6%  

427  

12.4%  

895  

26.0%  

77．家族が転勤する場合に、職員の勤務を配慮する 
3443  

100.0%  

1916  

55.6%  

631  

18.3%  

896  

26.0%  

78．看護職をローテーションする場合には看護職の生活事情を配慮 
3443  

100.0%  

2201  

63.9%  

367  

10.7%  

875  

25.4%  

79．退職した看護職の再雇用制度 
3443  

100.0%  

2060  

59.8%  

484  

14.1%  

899  

26.1%  

80．看護職員が自らキャリアを考えるための研修の開催 
3443  

100.0%  

2061  

59.9%  

490  

14.2%  

892  

25.9%  

81．キャリアカウンセリングの窓口の設置 
3443  

100.0%  

1909  

55.4%  

646  

18.8%  

888  

25.8%  

82．勤務地を限定する働き方を選択できる制度 
3443  

100.0%  

1062  

30.8%  

393  

11.4%  

1988  

57.7%  

83．職員の過半数を代表する「過半数代表者」の制度 
3443  

100.0%  

1677  

48.7%  

830  

24.1%  

936  

27.2%  
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